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【発行元】えびの市移住・定住支援センター

2019年3月～4月までの

センター利用に関する状況

問い合わせ件数・・108件

移住者数・・10世帯（19人）

2019年3月～4月までの

空き家バンクに関する登録状況

空き家登録数・・0件

空き地登録数・・1件

利用希望者登録数・・4人

空き家バンク登録や、移住についての相談など、

お気軽にお問い合せください。

えびの市移住・定住支援センター ☎０９８４－２７－３２４２

空き家No.109（売却）

＜上江＞

売：300万円（要相談）

床面積：84.68㎡

敷地面積：1,517.79㎡

空き家No.139（賃貸）

＜向江＞

賃：4～5万円

床面積：197.76㎡

敷地面積：1,190.03㎡
※えびの市外からの移住者に限る

● 空き家情報
空き地No.072（売却）

＜池島＞

売：要相談

敷地面積：687.52㎡（宅地）
※道路を挟んだ向かい側の宅地
1筆（308.91㎡）含む

空き地No.073（売却）

＜島内＞

売：200万（要相談）

敷地面積：554.02㎡（雑種地）
※山林の価格は要相談
（山林2筆・保安林5筆）

● 空き地情報

詳しい情報は

きゃんせ えびの

検 索 してね！

で

「きゃんせ えびの通信」をご覧いただきありがとう

ございます。

元号が平成から令和へと変わり、およそひと月が経ち

ました。当センターも、５月から新たにスタッフ１名

がはいりました。今後は、山田（写真中央）、駒田（右）、

山口（左）の３名で運営してまいります。移住・定住支

援センターをよろしくお願いいたします。

裏面では、空き家バンク登録物件のうち、市外からの移住者と賃貸借契約が結ばれた場合

に利用できる補助金についてご紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

５月から移住・定住支援センターで相談

員を務めさせていただいている山口と申

します。

まだまだ不慣れなことばかりでご迷惑を

おかけすることもあるかもしれませんが、１日でもはやく相

談にいらっしゃる皆さまのお力になれるようがんばります。

どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ



えびの市移住・定住支援センター

〒889-4292

えびの市大字栗下1292 えびの市役所3階

電話 ０９８４－２７－３２４２

メールアドレス ebino-iju@aioros.ocn.ne.jp

相談時間 平日 8：30～12：00 13：00～17：15

空き家バンクに賃貸を目的として登録している家屋について、市外在住者又は市外

からの転入後1年未満の者との賃貸借契約(３親等以内の親族関係による賃貸借契約

を除く。)が締結される見込みがあり、市内業者を利用して家屋の改修、清掃、家財

道具等の廃棄等を行う場合に、その経費の一部を補助します。

【補助金額】経費の1/2以内(上限40万円)

空き家バンク活動事業補助金

空き家賃貸借契約支援事業補助金

空き家バンク登録者間で行う賃貸借契約(借主が市外からの転入の場合に限る)につ

いて、契約の安全上の確保のために市内の不動産業者に仲介を依頼した場合に、仲

介手数料を補助します。

【補助金額】仲介手数料相当額(上限5万円)

【お問い合せ先】

えびの市企画課 定住対策係

電話：0984-35-3713（直通）

空き家バンクに物件を登録していただき、

市外からの移住者との間に賃貸借契約が結ばれた場合に
利用できる補助金をご紹介します♩

詳しい内容や条件、

手続きの方法等は

市企画課 定住対策係まで

お問い合せください！


